
不備なくマイナンバーが提出・登録・連携された場合の例
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加入者からの提

出書類にマイナン

バー未記載・添付

書類不足等があ

る場合、登録まで

の期間が長くなり

ますので予めご

了承ください。

事由発生から5日

以内の提出をお

願いします。

マイナンバー・氏

名・生年月日・性

別・住所が正確に

記入された資格

取得届（被扶養者

の届出は被扶養

者届）を提出して

ください。

不備なく届出された場合は、当組合で受付けし

てから5日以内にデータ登録を完了します。

マイナンバー・

氏名・生年月

日・性別・住所

のいずれかの

情報に誤りが

あった場合に

は事業主に確

認を実施しま

す。

マイナ保険証

による受診が

可能になった

ことを事業主

を通じて通知

します。

初めてマイナ保険

証で受診する場

合は、事前にマイ

ナポータルにアク

セスし、当組合の

情報が掲載され

ていることを確認

してください。

マイナ保険証利用可 
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